
令和６年５月

熊本県信用組合

自動機利用手数料無料化サービスの回数上限設定のお知らせ

平素は当組合をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当組合は、組合員さま向けに「現金自動機利用手数料無料化サービス」として、有料時

間帯や他金融機関での入出金で発生する自動機利用手数料を、回数無制限で翌月２０日に

口座へ返金し、実質無料とするサービスを実施しております。

この度、諸般の事情により手数料を返戻するお取引に、下記の通り上限回数を設けるこ

ととなりましたので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

１．対象となるお客さま

組合員（当組合に出資をいただいているお客さま）

２．対象となるお取引

（１）当組合ＡＴМの時間外・休日利用手数料

（２）提携金融機関（セブン銀行含む）のＡＴМ利用手数料

３．手数料返戻の対象となるお取引の上限回数

現 在 変更後

回数制限なし 毎月３回まで

  ※４回目以降のお取引から手数料返戻の対象外となります。

４．改定日

  令和６年６月１日より

※ セブン銀行はこれまで通り、すべてのお客さま（個人）を対象に、回数の制限なく

下記時間帯の手数料が無料です。

ＡＴМ利用手数料無料時間

平 日 ８：４５～１８：００

土曜日 ９：００～１４：００

以上



提携金融機関カード当組合カード

無　　料 １１０円

　　組合員の皆様からお支払いただいた手数料（当組合現金自動機の時間外・休日

　 ご利用時や他金融機関の自動機ご利用時）につきまして、毎月３回を上限とし

　 翌月の20日にご利用口座にお返しいたします。

料　　　　金

１１０円 ２２０円

１１０円

５５円

４４０円

お
引
出
し

ご利用日時

平日18時まで（土曜14時まで）

平日18時以降（土曜14時以降）

日曜・祝日

５万円未満

５万円以上

２２０円

＊ 上記手数料は、消費税を含んでいます。

当組合カードを提携金融機関の現金自動機でご利用された場合、提携金融機関所定の
手数料をお支払いいただきます。

他行あて

１１０円

５万円未満

５万円以上

３３０円

当組合本支店あて

（同一店内を含む）

ただし、平日18時以降・土曜・日曜・祝日は取扱いをしていないＡＴＭがありますので、ご注意ください。
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